
令和８年 第１回 業務部会運営委員会議事録 

日時：令和８年２月１９日（木）１４時００分  

場所：㈱自動車会館 ３Ｆ 特別会議室 

委員会参加者： 本坂 健作運営委員長  川畑 邦宏副運営委員長   

松田 真弥副運営委員長 

伊藤 季明 委員 山田 洋次 委員 小島 和彦 委員 植田 透 委員  

村上 孝 委員 田上 和志 副運営委員長代理 

事務局：松本伸二専務理事、羽田野 晃央事務局長 桑原文武次長、住本未佳課長 

 

本坂運営委員長議事進行 

本坂運営委員長  

皆様お疲れ様です。この度はお忙しい中、業務部会運営委員会並びに業務部会にご

参集いただきまして誠に有難うございます。 

先ずは、議題１について事務局よりお願い致します。 

 

 

議題 1：令和 8 年度の自主規制登録枠の見直しについて 

事務局 毎年２月か３月に開催される部会において月末登録枠を見直しております。 

本年も昨年１月から１２月の各販売店の登録実績を基に見直しを進めたいと思いま

す。方法は令和７年に使用した登録枠に対し令和７年 1～１２月の各販売店の登録実

績を見比べ増減案を作成いたしました。 

 

審議 

算出された増減数に基づき、登録枠が小さい販売店から減少分を調整した事務局案

を作成し、委員各位へ提示、審議、承認された。 

議題 2：令和 8 年 3 月対策について 

・月末登録枠について 

事務局 熊本運輸支局にご相談した結果ＯＳＳによる申請に関しては月末の自主規

制枠の対象外としていただきました。又、３月の月末登録枠については通常月の２割



増しを認めて頂きました。会員様におかれましては登録枠を守って頂きますようお願い

致します。 

・熊本運輸支局の混雑緩和対策 

事務局 月末に限ったことではございませんが自動車の登録に係る必要書類の問い

合わせ等で直接の来局・電話は避けて頂きますようお願い致します。簡単な登録書類

であればベテランのスタッフ様や業務課で対応いただくようお願い致します。又、登録

センターにお問い合わせいただいても結構でございますので宜しくお願い致します。 

・九州運輸局・熊本運輸支局からのお知らせ 

事務局 九州運輸局より１１時４５分から１３時までの時間は窓口対応を休止する旨、

協力の要請がありました。さらに熊本運輸支局より１１：３０以降の登録書類提出につい

ては１３：００提出に先送りしてほしいとの要請がありました。自販連熊本県支部は要請

に対して協力致します。特に持ち込み検査書類についてはご不便をおかけいたしま

すがご協力を宜しくお願い致します。 

議題 3：印鑑証明書等添付省略の一括承認について 

事務局 熊本運輸支局より印鑑証明添付省略の承認を受けておられる会員様へ強く

要請してほしい旨の依頼がありましたのでお知らせ致します。提出期間内に要件を満

たした印鑑証明書等の提出がない場合承認の取り消しとなりますのでご注意いただき

ますようお願い致します。（要件は下記のとおり） 

検認月（3・6・9・12 月）の末日までに書類を提出すること。 

印鑑証明書は提出日から 15 日以内、登記簿謄本は 1 ヶ月以内に交付されたものに

限る。 

議題 4：保管場所申請の委託先行政書士の変更について 

・自動車保管場所申請委託先の変更 

事務局 熊本県支部といたしまして令和６年より坂本行政書士から益本行政書士への

車庫証明書類委託先変更を進めてまいりましたが本年３月３０日を以て完了します。

変更に伴い、提出書類、料金などに若干の変更点があります。 

・変更点は下記の通り 



・益本行政書士への申請では複写式の申請書は不要となります。 

・行政書士への委任状が坂本行政書士から益本行政書士へ変更となります。 

・料金が一部変更され、自社名義の申請や同一ユーザーによる再申請の手数料を 

１，１００円から３，３００円に改定致します。 

・店舗への集荷サービスは令和 8 年 3 月 30 日で終了とさせていただきます。 

議題 5：登録代行センターからのお願いとお知らせ 

・OSS 利用率向上のお願い 

事務局 現在熊本県支部の新車新規ＯＳＳ利用率は約４８％です。本年は６０％台を

目指してまいります。尚この点につきましては２月１３日に開催いたしました通常総会に

おいて会員代表者様へお話しさせて頂いている内容でございますので宜しくお願い

致します。 

・完備書類での納付のお願い 

事務局 登録書類の送付につきましては登録前日の１便（会員販売店本社にＡＭ１１：

３０～ＰＭ１３：００までに到着）で完備書類の送付をお願い致します。会員販売店から

運輸支局まで全体の書類の流れを良くするためご協力をお願い致します。 

・月末登録比率の改善 

事務局 熊本県支部は、月末 10 日間および 4 日間の登録比率が 2 年連続で全国ワ

ーストでございます。この状況を改善するには会員様のご協力が不可欠でございま

す。ご協力をお願い致します。 

・検査登録手数料の改定見込み 

事務局 令和８年４月より検査登録手数料の改定があるという情報があります。 

決定事項ではございませんのでここで資料等はお配りできませんが早く知りたいとお

考えであれば、現在改定案はパブリックコメント募集期間ですので閲覧することは可能

です。（資料に閲覧方法を添付） 

 



その他：封印の取り扱いに関する注意喚起 

事務局 組織変更などがあった際は、必ず運輸支局に相談すること。特に県をまたぐ

組織形態の変更がある場合、封印の管理方法（営業所方式か事業所方式か）を必ず

確認し、不適切な運用とならないようご注意いただくようお願い致します。 

 

以上で令和８年第１回業務部会運営委員会は閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和８年 第１回 業務部会議事録 

日時：令和８年２月１９日（木） 

場所：㈱自動車会館４階第１～２会議室 

部会参加者： 本坂 健作部会長  川畑 邦宏副部会長   

松田 真弥副部会長 

伊藤 季明 委員 山田 洋次 委員 小島 和彦 委員 植田 透 委員  

村上 孝 委員 田上 和志 副部会長代理 

鋤﨑 秀範 会員 佐用 公則 会員 木原 貴志 会員 山本 和実 会員 

衛藤 仁志 会員 志垣 晶彦 会員 井上 由彦 会員 皆吉 裕介 会員 

国生 研二 会員  

新規会員 ㈱ホンダ販売熊本  副社長 田畑 篤    衣川 まや 

事務局：松本伸二専務理事、羽田野 晃央事務局長 桑原文武次長、住本未佳課長 

 

新規正会員の紹介 

株式会社ホンダ販売熊本様が、2 月 13 日の総会での承認を経て、新たに自販連熊

本県支部の正会員となられたことが紹介され、代理で出席されていた田畑副社長が挨

拶をされた。 

本坂部会長議事進行 

本坂部会長 皆様お疲れ様です。この度はお忙しい中、業務部会にご参集いただき

まして誠に有難うございます。 

先ずは、議題１について事務局より説明お願い致します。 

 

議題 1：令和 8 年度の自主規制登録枠の見直し 

事務局 初めて業務部会に参加する会員様がいらっしゃいますので自主規制登録枠

についてご説明させて頂きます。自主規制枠とは熊本運輸支局様指導の下、自販連

熊本県支部が自主的に取り決めた登録台数の自主規制です。規制枠の総数は８２０

台、規制がかかる期間は月末の４日間です。前年の登録実績を基に毎年の登録枠の

見直しを行っています。                                      

説明後同日１４：００より開催された業務部会運営委員会に於いて承認された見直し案

について説明した。 



議題 2：令和 8 年 3 月対策について 

・月末登録枠について 

事務局 熊本運輸支局にご相談した結果ＯＳＳによる申請に関しては月末の自主規

制枠の対象外としていただきました。又、３月の月末登録枠については通常月の２割

増しを認めて頂きました。会員様におかれましては登録枠を守って頂きますようお願い

致します。 

・熊本運輸支局の混雑緩和対策 

事務局 月末に限ったことではございませんが自動車の登録に係る必要書類の問い

合わせ等で直接の来局・電話は避けて頂きますようお願い致します。簡単な登録書類

であればベテランのスタッフ様や業務課で対応いただくようお願い致します。又、登録

センターにお問い合わせいただいても結構でございますので宜しくお願い致します。 

・九州運輸局・熊本運輸支局からのお知らせ 

事務局 九州運輸局より１１時４５分から１３時までの時間は窓口対応を休止する旨、

協力の要請がありました。さらに熊本運輸支局より１１：３０以降の登録書類提出につい

ては１３：００提出に先送りしてほしいとの要請がありました。自販連熊本県支部は要請

に対して協力致します。特に持ち込み検査書類についてはご不便をおかけいたしま

すがご協力を宜しくお願い致します。 

議題 3：印鑑証明書等の一括承認について 

事務局 熊本運輸支局より印鑑証明添付省略の承認を受けておられる会員様へ強く

要請してほしい旨の依頼がありましたのでお知らせ致します。提出期間内に要件を満

たした印鑑証明書等の提出がない場合承認の取り消しとなりますのでご注意いただき

ますようお願い致します。（要件は下記のとおり） 

検認月（3・6・9・12 月）の末日までに書類を提出すること。 

印鑑証明書は提出日から 15 日以内、登記簿謄本は 1 ヶ月以内に交付されたものに

限る。 

議題 4：保管場所申請の委託行政書士変更について 

・自動車保管場所申請委託先の変更 



事務局 熊本県支部といたしまして令和６年より坂本行政書士から益本行政書士への

車庫証明書類委託先変更を進めてまいりましたが本年３月３０日を以て完了します。

変更に伴い、提出書類、料金などに若干の変更点があります。 

・変更点は下記の通り 

・益本行政書士への申請では複写式の申請書は不要となります。 

・行政書士への委任状が坂本行政書士から益本行政書士へ変更となります。 

・料金が一部変更され、自社名義の申請や同一ユーザーによる再申請の手数料を 

１，１００円から３，３００円に改定致します。 

・店舗への集荷サービスは令和 8 年 3 月 30 日で終了とさせていただきます。 

議題 5：登録代行センターからのお願いとお知らせ 

・OSS 利用率向上のお願い 

事務局 現在熊本県支部の新車新規ＯＳＳ利用率は約４８％です。本年は６０％台を

目指してまいります。尚この点につきましては２月１３日に開催いたしました通常総会に

おいて会員代表者様へお話しさせて頂いている内容でございますので宜しくお願い

致します。 

・完備書類での納付のお願い 

事務局 登録書類の送付につきましては登録前日の１便（会員販売店本社にＡＭ１１：

３０～ＰＭ１３：００までに到着）で完備書類の送付をお願い致します。会員販売店から

運輸支局まで全体の書類の流れを良くするためご協力をお願い致します。 

・月末登録比率の改善 

事務局 熊本県支部は、月末 10 日間および 4 日間の登録比率が 2 年連続で全国ワ

ーストでございます。この状況を改善するには会員様のご協力が不可欠でございま

す。ご協力をお願い致します。 

・検査登録手数料の改定見込み 



事務局 令和８年４月より検査登録手数料の改定があるという情報があります。決定事

項ではございませんのでここで資料等はお配りできませんが早く知りたいとお考えであ

れば、現在改定案はパブリックコメント募集期間ですので閲覧することは可能です。

（資料に閲覧方法を添付） 

 

その他：封印の取り扱いに関する注意喚起 

事務局 組織変更などがあった際は、必ず運輸支局に相談すること。特に県をまたぐ

組織形態の変更がある場合、封印の管理方法（営業所方式か事業所方式か）を必ず

確認し、不適切な運用とならないようご注意いただくようお願い致します。 

 

質問事項 

①熊本日野自動車㈱志垣会員より 

Ｑ 議題 2 九州運輸局・熊本運輸支局からのお知らせについて 持ち込み検査書類

（自社で検査ラインを回り自社で提出する書類）も該当するのか？ 

Ａ 該当します。 

 

②㈱ホンダモビリティ九州伊藤委員より 

Ｑ 議題４保管場所申請の委託行政書士変更について 自社名義の車庫申請が値

上がりするとあるがどういった事情なのか？（１１００円から３３００円への値上げ） 

Ａ 益本行政書士への委託先変更にあたり１１００円ではお受けできないとの事でした 

旧料金は会員サービスとして設定しました。ご理解頂きます様お願い致します。 

 

 

以上で令和８年第１回業務部会は閉会した。 


